
弁護士による消費者教育の取り組みについて

平成２９年８月１９日

弁護士 江 花 史 郎

第１ 新潟県弁護士会の取り組み

１ 消費者保護委員会

 消費生活ネットワーク新潟、消費者協会からの受託により、各自治体において啓発講

座を実施した。

平成２８年度：関川村、新発田市、刈羽村、津南町、出雲崎町、胎内市

平成２９年度：田上町、弥彦村、津南町、刈羽村

内容は、特殊詐欺、悪質商法の手口の紹介・対応策に関するもの、高齢者の消費者被

害を防止するための見守りの重要性に関するもの等が多い。サポーターによる寸劇と

組み合わせて、弁護士が解説をするパターンも多い。

※ パワーポイントの一例

参加型の講座（ロールプレイング、クイズ形式等）を心がけている。

県や自治体が作っているパンフや小物の利用を心がけている。

２ 学校へ行こう委員会

   弁護士が学校での出前授業を行う。消費者教育に限定しない（添付資料の講義メニュ

ー参照）。

   消費者教育以外には、スマホ・ＳＮＳ、いじめ防止、主権者教育、キャリア教育等が

人気がある。

   平成２７年度：１０６校、受講者数１万３７２９人

   平成２８年度：１１２校、受講者数１万３６６８人

   本年７月に、「社会への扉」を用いた出前授業を行った。

   消費者市民社会に関しては、自作のパワーポイントを用いた授業を行った。

（資料４）
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※ パワーポイントの一例 

 
第２ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会（消費者教育・ネットワーク部会）の取り組

み 
 １ パンフレット（Ｑ＆Ａ消費者教育推進法と消費者市民社会）の作

成（添付資料） 
 ２ 岩波ブックレット「お買いもので世界を変える」の作成（平成２

８年） 
 ３ 「消費者教育の推進に関する意見書」（平成２９年３月）（添付資

料） 
 
第３ 消費者市民社会の浸透と課題について 
 １ 消費者市民社会とは？ 
 ２ 消費者市民社会の浸透は、消費者被害の防止に繋がるのか？ 
 ３ 「買い物で投票」しても、どうせ変わらないのでは？ 
 

以上 
（資料） 
１ 弁護士と学ぼう！の紹介チラシ、講義メニュー、申込書 
２ Ｑ＆Ａ消費者教育推進法と消費者市民社会 
３ 消費者教育の推進に関する意見書（日本弁護士連合会） 

133



　　こんにちは、新潟県弁護士会です！

　　私たちは、有志の弁護士で学校におじゃまして、出張授業をしています！

1　　講義メニュー一覧（裏面）をご覧ください。

　　講演、模擬裁判、寸劇など、どんな内容でも誠心誠意、可能な限り対応します。

２　　費用は一切かかりません！

　　公益活動の一環として、講師の派遣費用等は新潟県弁護士会が負担します。

３　　学校に関するものであれば全て対象となります！

　　生徒以外でも、教員、ＰＴＡの会合その他学校に関するものは全て対象になります。

４　　申込方法はとても簡単！

　　申込書をＦＡＸするか、必要事項をメールで送信するだけです（申込書ご参照）。

５　　派遣実績は・・・？

　　これまで延べ約４００校・約５０，０００人の子どもたちと学ばせていただいています！

6　　お申し込みに際しての留意点

　　おかげさまで、毎年多数のお申し込みをいただいています。そのため、大変恐縮ですが

　派遣件数に上限を設けさせていただく場合があります。また、実施日まで余裕をもって

　お申し込みください（２～３か月前までのお申込をお願いしています）。

　　限られた予算と人員で実施しているため、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

弁護士と学ぼう！
～弁護士を学校やＰＴＡの会合等へ呼んでみませんか？～

「弁護士と学ぼう！」

http://www.niigata-bengo.or.jp

〒９５１－８１２６

新潟県弁護士会
（学校へ行こう委員会）

電話 025（222）5533　ＦＡＸ 025(223)2269

メール bengoshitomanabou@gmail.com　
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を
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
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史
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憲
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る
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関
わ
る
犯
罪
の
報
道
が
増
え
て
い
ま
す
。
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。
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。
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Ｓ
Ｎ
Ｓ
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Ｎ
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狙
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Ｎ
Ｓ
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Ｎ
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。
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。
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○
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８
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な
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。
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５
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ラ
ブ
ル
、
ア
ル
バ
イ
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ラ
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。
ど
の
よ

う
に
対
応
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
と
は
？
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ル
バ
イ
ト
と
は
？
パ
ワ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ

ラ
・
マ
タ
ハ
ラ
と
は
？
弁
護
士
が
詳
し
く
お
話
し
し
ま
す
。
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。
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。
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学校名

メールアドレス
（任意）

ご担当者名

①対象

②人数

③希望内容

弁護士と学ぼう！

↓メールアドレス↓

希望日時

第１希望　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分から　　　　　時間程度

第３希望　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分から　　　　　時間程度

第２希望　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分から　　　　　時間程度

年　　　　月　　　　日

 送付先ＦＡＸ番号　０２５－２２３－２２６９　（新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会宛）

　☆ＦＡＸ又はメールで申込可能です☆
　　ＦＡＸ番号０２５－２２３－２２６９ メールbengoshitomanabou@gmail.com
　　【必要事項】
　　　　学校名（または団体名）・住所・電話・ＦＡＸ
　　　　ご担当者氏名・メールアドレス
　　　　希望日時（第１～第３希望までお書きください）
　　　　対象　　生徒（　　年生）・教員・ＰＴＡ・その他
　　　　概算人数（　　　人程度）
　　　　希望内容（メニュー番号またはご自由にお書きください）

・担当弁護士が決まり次第、ＦＡＸ又はメール（申込方法に準ずる）でご連絡いたします。
・１回の派遣につき６０分（１コマ）程度を原則としています。
　（目安時間は講義メニュー一覧をご参照ください。）。
・内容が決まっていない場合でもご相談に応じます。
・最新情報は、新潟県弁護士会ＨＰ「弁護士と学ぼう！」
　(http://www.niigata-bengo.or.jp/)にて随時更新しています。

備考

①対象を○で囲んでください
　
生徒（　　　　　年生）　・　教員　・　PTA　・　その他（　　　　　　　）

②概算人数（　　　　　　　　人程度）

③希望内容（メニュー番号またはご自由にお書きください）

申込書

住所
〒

電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

　※以下の点にご留意の上、お申し込みください。
　・希望日はできる限り複数ご記入ください（特に１つのみの場合、ご期待に添えない場合があります）。
　・お申込は、希望日の２～３か月以上前までにお願いいたします（２か月を切っている場合、ご期待に添えない場合があります）。
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